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全労連第48回 評議員会

変えよう 職場 ・地域こ政治、

騰ちこ弓う 賃金 ・雇用 ・くらしの改善

全労連 は1月23、24の 両 日、都内で第48回 評議員会 を開催 、2013年 の春闘方針 を採択 しました。単

産37人 、地方52人 、特別評議員3人 、傍聴な ど含め185人 が参加 、女性評議員比率は22%。

方針では、「誰でも時間給100円 以上、月給1万 円以上」の統一賃上げ要求 を提起。「変 えよう 職場 ・

地域 と政治、勝ち とろう 賃金 ・雇用 ・くらしの改善」 をスローガンに掲げ、職場 の団結を軸に、地域

で民間 ・公務 ・業種 ・雇用形態を超 えた労働者の連帯を強め、たたかいを進めるとともに、国民 との共

同を広げる運動に取 り組むことを決定 しま した。

また、春闘で、労働時間改善など良質な雇用確保 をめざした取 り組みを進 め、不払い残業や労働法制

を脱法す るな ど、違法な働 かせ方 をす る職場 に対す る取 り組みを強めるこ ととあわせて、年次有給休暇

取得率の向上、週60時 間以上労働者の解消など、労働時間の上限を1日2時 間、月24時 間、年150時

間を上限とす る 「36協定」の締結を追求することなど具体的な 目標 を示 した労働時間短縮の取 り組みを

呼びかけま した。 「直接 ・無期雇用が当た り前=若 者にま ともな雇用を」キャンペーンとも連携 し取 り組

みを強めます。

全労連は22日 、経団連が発表 した 「経労委報告」にっいて、 「日本経済の危機 を煽 り、企業への 『従

属』を労働組合に迫るとい う身勝手な主張に貫かれてい る」 と批判す る小 田川義和事務局長の談話 を発

表 しま した。htt:〃www.zenroren.r.●/'/oinion/2013/0inion13012301.html

特別評議員 女性部副部長 角田季代子

「機会均等」か ら

昨年11月 に全労連国際局の協力を得て、国際的にも

著名 はキース・ユーイング教授 と懇談す る機会を得まし

た。 この中で、 こんな感想 を持ちま した。 「労働分野を

含めて 日本の男女平等は非常に遅れていますが、制度の

枠組み形 は、イギリス と比較 して大きく後れ を取 ってい

るわけでない。要 は枠組みがあって も、建前上男女平等

を言 っても、実行行為が進まない、もしくはすすめ させ

ないカ の方 が勝ってい るとい うのが この国に実態なの

だ と。」

「雇用 平等 」へ



間接差別 の問題で も、イギ リスでは、さまざまな判例を積 み上げなが ら法理に してい るといお話で し

た。 た とえば、子育て中の女性が就職 しよ うとす るとき、労働時間が長いなど、子育て中の労働者に不

利な条件が提示 され ることは間接差別にあたる。な どな どです。 司法判断が迅速にできる制度上のシス

テムの違 いも判例 を積み上げやす くしているようです。弁護士 を講師に男女雇用機会均等法 の学習を し

ま したが、男女差別 を訴 える とき、「男女雇用機会均等法」は使いにくい とい う話が出されま した。法律

が ざる法になっているか らです。

日本の場合は、2009年 の女性差別撤廃委員会 日本政府審査で、間接差別が限定列挙であることから、

各国の委員か ら厳 しい意見が多 く出 されま した。「一般職 ・総合職な どの雇用管理区分は間接差別 パー

ト労働者 に女性が多い 間接差別 」 しか し、政府は耳を貸 さない、オ ウム返 しのように 「こうい う

法律 を作 りま した。 こ うい う計画 を持っています」 と述べ、結果の平等は担保 されていない。す る気が

ない とい うのが現状です。使いたい時だけ使い安上が り労働力 として女性 を活用 してきた。 これか らも

もっと活用 したい。 これが今までの、今 の政府 ・財界 の本音です。 この結果、世界経済フォーラム発表

の、2012年 度の世界ジェンダー格差指数(GGGI、)は135か 国中101位 と、前年 より3位 順位 を下げ

る とい うお粗末 さです。

全雇用労働者の3人 に1人 、女性労働者 では2人 に1人 が非正規雇用労働者。年収平均 は268万 円、

男性 の53%で しかあ りません。 しかも、女性では200万 円以下の層 は43.2%と 、女性の貧困化 は深刻で

す。2013年 春闘 白書による と、大企業 ほど女性 を安上が りに使っていて、年収200万 円以下の女性労働

者の割合は、従業員5000人 以上の大企業 の比率が最 も高 く53.6%に 達 しています。 こうした賃金格差

は高齢期 も女性 の年金額 に反映 し、生涯 にわたる所得格差を生み出 しています。

こうした実態を改善 させ るために、「男女雇用機会均等法」を実質の平等 を担保するためのツール とな

るよう改正が必要です。今改正に向け、雇用均等分科会が開催 されていますが、使用者側は、均等室に

訴えられてい る件数の低 さな どを引き合いに、「法律の周知徹底」でいいのではないか と改正 に後 ろ向き

な態度 をとり続 けています。私たちは、「機会均等」か ら 「雇用平等」へ、企業側への立証責任や罰則の

強化、指針 で示 している雇用管理 区分削除、行政の救済権限の強化な ど、実効性ある法律へ の改正 を求

めています。均等分科会の審議は思いのほか速いテ ンポで進んでいます。2月8日 の全労連女性部菜の花

行動では、「男女雇用機会均等法の実効ある改正 を求める要請書」一人で も多 くの声を集 めて提出 し、厚

生労働省交渉 をこの問題1点 に絞って交渉 をしたい と思います。各単組 ・単産でもとりくみの強化 をお

願い します。

次に憲法改悪阻止の問題 です。総選挙で安倍内閣が誕生 し、憲法改悪 ・戦争する国造 りへの危険度マ

ックスです。以前、9条 改悪が焦点になった とき、全労連女性部はさまざまなとりくみを しま した。 「憲

法9条 を守ろ う」 の決意を込め、9条 バ ッチを全国に普及 しました。その後、 「憲法守 ろ う」のCMを 作

成 し、渋谷のオー ロラビジ ョンで流 しま した。憲法署名では、「100筆 ピースチャ レンジャー」を提起 し、

一人署名100筆 に多 くの仲間がテヤレンジ しました
。女性労働者 のさまざまな権利 を掲載 し、いつ も手

元に置いておける 「女性の権利 ノー ト」を作成 しま したが、 この小冊子 にも日本国憲法を掲載 してあ り

ます。 しか も中高年にや さしい字 の大きさで。 これ から どうい う行動 をし、組合 の仲間、まだ未加入

の労働者 に訴 えてい くのか。世論喚起 をどう起 こ してい くのかは未定ですが、知恵 を出 しあい、憲法9

条を守 り、憲法が生 きる社会 をめざすたたかいを強化 し、行動す る決意を述べ発言 を終わ ります。


